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収支予算書  
平成 23 年 4 月 1 日から平成 24 年 3 月 31 日まで 

(単位：千円) 

科   目 23 年度予算 前年度予算 増減 備   考 

Ⅰ事業活動収支の部      

1.事業活動収入      

基本財産運用収入 364,900 72,700 292,200 前期末、資産構成変更 

特定資産運用収入 25,800 320,000 △294,200 前期末、資産構成変更 

奨学金返還収入 114,000 116,000 △2,000   

雑収入 40 50 △10   

事業活動収入計 504,740 508,750 △4,010   

2.事業活動支出      

事業費支出 314,660 358,440 △43,780  

大学生奨学金関連支出 201,650 220,320 △18,670   

奨学金貸与支出 84,960 133,440 △48,480 採用中止（101 名減） 

奨学金給付支出 88,200 60,000 28,200 給付生 147 名（59 名増） 

奨学生の集い･終了式支出 17,490 13,780 3,710 給付生増､新入生歓迎会(新規) 

審査費 5,000 6,100 △1,100   

その他 6,000 7,000 △1,000 印刷費、委託費等 

大学院生奨学金関連支出 76,810 92,160 △15,350   

大学院生給付支出 47,040 48,000 △960   

留学生給付支出 16,320 30,960 △14,640 12 名(増減なし､7 名 10 月採用) 

セミナー修了式支出 9,250 9,000 250   

その他 4,200 4,200 0 印刷費・選考料等 

留学奨励金支出 2,000 2,660 △660   

大学･高校訪問支出 0 800 △800   

電通育英会会報費支出 23,700 24,000 △300   

調査研究支出 2,500 10,500 △8,000 データ解析のみ(前年度は調査実施) 

大学生研究フォーラム支出 8,000 8,000 0   

管理費支出 127,216 113,300 13,916   

人件費支出 80,349 61,000 19,349 退職金支給､職員 1 名採用(派遣契約満了）

事務諸費支出 25,958 26,100 △142   

設備関係費支出 20,710 26,000 △5,290 前年事務所改装、賃料減(床面積減少） 

雑費支出 200 200 0   

事業活動支出計 441,876 471,740 △29,864   

事業活動収支差額 62,864 37,010 25,854   
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(単位：千円) 

科   目 23 年度予算 前年度予算 増減 備   考 

Ⅱ投資活動収支の部      

1.投資活動収入      

特定資産取崩収入 17,847 0 17,847 退職引当資産取崩（退職による） 

投資活動収入計 17,847 0 17,847   

2.投資活動支出      

基本財産取得支出 40,000 0 40,000 下記（注 1）参照 

特定資産取得支出 32,618 13,800 18,818   

奨学事業資金積立基金取得支出 0 10,000 △10,000 積立基金廃止（資産構成変更による）

育英事業運用資産取得支出 29,970 0 29,970 第 2 号議案による取得 

退職給付引当資産取得支出 1,073 1,700 △627   

役員退職慰労引当資産取得支出 1,575 2,100 △525   

固定資産取得支出 2,000 13,000 △11,000   

什器備品取得支出 1,000 10,000 △9,000 前年度事務所改装 

システム関連資産取得支出 1,000 3,000 △2,000   

投資活動支出計 74,618 26,800 47,818   

投資活動収支差額 △56,771 △26,800 △29,971   

Ⅲ財務活動収支の部      

1.財務活動収入 0 0 0   

2.財務活動支出 0 0 0   

財務活動収支差額 0 0 0   

Ⅳ予備費支出 6,000 5,000 1,000 下記（注 2）参照 

当期収支差額 93 5,210 △5,117   

前期繰越収支差額 92,284 90,000 2,284   

次期繰越収支差額 92,377 95,210 △2,833   
 

(注 1) 基本財産取得支出は、基本財産の運用収入の状況により、最終的に取得する金額は変更となります。 

(注 2) 予備費支出は、公益法人への移行登記後に予定している新規事業の実施費用です。 

 

 

 

 

 


